
①補助事業に要する事業費は耐震改修工事について請負契約する契約予定額（見積額）
②補助対象金額は、補助対象となる経費の合計額とする（千円未満切り捨て）
※補助事業者が仕入れに係る消費税額の控除対象事業者である場合は、消費税額を含めない
③補助金基礎額は
(1)改修設計費（補強計画策定費と工事監理費を合計したもの）の３分の２の額（上限：１０万円）
(2)耐震補強工事費（附帯工事費を含む）（上限：５０万円）
(3)対象経費（上限６０万円）から補助基礎額の(1)と(2)を控除した額

木造住宅耐震改修調書
申請者名

区分
段階的耐震改修費

補助金
住宅所在地 飛島村

工事概要 内訳
①補助事業に要す

る事業費
②補助対象金額 ③補助基礎額

補助金基礎額内訳

④補助金申請額 ⑤申請者負担額

判定値　　　　　　　

内容：耐震改修工事計画書
のとおり

（改修前の耐震性能） (1)改修設
計費

(3)対象
経費

合計

判定値　　　　　　　
（改修後の耐震性能） (2)耐震補

強工事費


